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お客様各位 

 

香川県市町村合併について 

 拝啓 貴局ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成１８年３月より香川県の下記市町村が合併します。そのためには国保記号辞書マスタの 

修正登録が必要となります。下記の手順をご確認の上、作業を行って頂きますようお願い致します。 

今後ともご高配の程よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

＜市町村合併を行う地域と合併の期日＞ 

合併関係市町村（平成１８年３月１９日まで） 新市町村（平成１８年３月２０日から） 

＜市町村名＞ ＜保険者番号＞ ＜市町村名＞ ＜保険者番号／記号＞ 

仲多度郡琴南町 ３７０７８３ 

仲多度郡満濃町 ３７０７５９ 

仲多度郡仲南町 ３７０７９１ 

 

まんのう町 

※合併 

３７０８９０ 

香川４８ 

※ 新しく仲多度郡まんのう町が誕生し、新しい保険者番号が設定されるため国保記号辞書への追加作業が必要です。 

 

 

合併関係市町村（平成１８年３月２０日まで） 新市町村（平成１８年３月２１日から） 

＜市町村名＞ ＜保険者番号＞ ＜市町村名＞ ＜保険者番号／記号＞ 

小豆郡内海町 ３７０５９３ 

小豆郡池田町 ３７０６１９ 

小豆郡小豆島町 

※合併 

３７０９０８ 

香川４９ 

   ※ 新しく小豆郡小豆島町が誕生し、新しい保険者番号が設定されるため国保記号辞書への追加作業が必要です。 

 

 

合併関係市町村（平成１８年３月２０日まで） 新市町村（平成１８年３月２１日から） 

＜市町村名＞ ＜保険者番号＞ ＜市町村名＞ ＜保険者番号／記号＞ 

綾歌郡綾上町 ３７０７４２ 

綾歌郡綾南町 ３７０６９２ 

綾歌郡綾川町 

※合併 

３７０９１６ 

香川５０ 

   ※ 新しく綾歌郡綾川町が誕生し、新しい保険者番号が設定されるため国保記号辞書への追加作業が必要です。 
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＜国保記号辞書変更手順＞  
※複数端末をお使いのお客様は、ＵＳＥＲ１（親機）のみの作業で結構です。 
 

  

① メインメニューより Ｆ４ マスタ →  

９．次ページ → ０．国保記号辞書の順番に選択します。

② 国保記号辞書登録画面が表示されましたら 

 Ｆ２ 追加を選択してください。 

③ 保険者番号【追加】画面が出ますので、保険者番号に 

３７０８９０ 記号に 香川４８ と入力 

④ 負担割合には全て 左図と同様に ３０ と入力。 

⑤ 表示名称には まんのう町 と入力してください。 

⑥ Ｆ５ 登録 を押します。 

⑦ ＥＳＣ を押すとメインメニューに戻ります。 

※ 小豆郡小豆島町、綾歌郡綾川町も同様に追加作業をお願い致します。 

    尚、「保険者番号」、「記号」、「表示名称」は、１ページ目の一覧をご参照いただき、 

負担割はすべて「３０」で登録してください。 

作業例にあります、まんのう町ですが、仲多度郡まんのう町では名称が長く表示名称に 

入力することが出来ないため、まんのう町と入力してください。 

この表記でもレセプト請求には問題ございません。 

 

３月２１日（まんのう町は３月２０日以降）以降、編入関係市町村の患者様が来局した際は、 

保険証の確認をして変更があった場合は保険を追加して処方箋入力を行って頂きますよう 

お願い致します。また、主保険が社保の患者様においても、老人番号や公費番号などが変更にな

っている場合がございますので、該当地区にお住まいの患者様の入力時には十分ご注意いただき

ますようお願い致します。 

ご不明な点等ございましたらインフォメーションまでお問い合わせください。 

 
 
 
 

 

インフォメーションセンターＴＥＬ：０５０－５５１８－１８８８ 

インフォメーションセンターＦＡＸ：０６－６３９７－１８９９ 

 

お客様へのお願い 
今後弊社といたしましては、緊急を要する重要情報以外は、弊社ホームページにてお客さまへ 
情報提供させていただきますので、少なくとも週に１度はEMシステムズの 
Webサイト（http://www.emsystems.co.jp）をご確認いただきますようお願い申し上げます。 
 

http://www.emsystems.co.jp/

